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                                                              2023年３月 24日 

各      位 

会 社 名 株式会社  は せ が わ 

代表者の 

役職氏名 
代表取締役社長 新貝 三四郎 

（コード番号 ８２３０ 東証スタンダード・福証） 

問合せ先 経営企画部長 吉安  大輔 

Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６８０１－１０７４ 

 

サステナビリティ基本方針の策定及び重要課題の特定等に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値の向上に向

けて、サステナビリティ基本方針を策定し取組むべき重要課題を特定するとともに、その推進体制

を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．サステナビリティ基本方針 

  「信用本位・感謝報恩・よろこびのあきない」という当社の経営理念に基づき、持続可能な社会

への貢献と持続的な企業価値の向上に取組むため、サステナビリティ基本方針を策定いたしました。 

 

 

 

 

 

２．重要課題 

サステナビリティ基本方針に基づき、４つの重要課題を特定いたしました。 

 

 

 重要課題 テーマ 

１ 
心豊かな生活を支援するための 

サービスや商品の提供と創出 

・市場シェアの拡大 

・新市場の創造 

・デジタル領域の強化 

２ 自然に配慮した企業活動 
・原材料に配慮した商品開発 

・省エネ・省資源の取組み 

３ 日本文化の伝承 
・日本の精神文化の承継 

・日本の伝統文化・技術の継承 

４ 多様な人材が活躍できる職場づくり ・人的資本・多様性に関する取組み 

 私たちは、創業の精神に基づく持続的な企業活動を通じて、お客様、社員、社会、自然をはじめと 

したあらゆるご縁への感謝の想いを体現し、歴史ある日本文化を伝承することで、ともに調和し、 

輝きあい、喜びあえる世界を実現してまいります。 
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３．推進体制 

  当社のサステナビリティへの取組みを推進するため、2023年４月１日付でサステナビリティ委員

会（委員長：代表取締役社長、委員：常勤取締役及び執行役員）を設置します。 

本委員会は、当社のサステナビリティ基本方針及び重要課題に基づく施策等を決定するとともに、

各施策のモニタリング等を行ない、定期的に取締役会へ報告します。取締役会では、委員会からの

報告を踏まえ、当社のサステナビリティに関する取組みを定期的に監督し、サステナビリティ基本

方針や重要課題といった全体方針を審議・決定します。 

 

 

以 上 


